
令和8年3月31日 

一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の一部

を改正する規程をここに公布する。 

 

一宮市病院事業管理者 

松 浦 昭 雄 

 

一宮市病院事業部管理規程第4号 

一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の

一部を改正する規程 

一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2

年一宮市病院事業部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(通勤に係る費用弁償) (通勤に係る費用弁償) 

第9条 略 第9条 略 

2 通勤に係る費用弁償を支給することとされ

た職員の通勤に係る費用弁償の額について

は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に

定める額とする。 

2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 通勤規程第2条第1項第3号に掲げる職

員                 通

勤規程第2条第1項第3号を準用する。ただ

し、日額時給職員については、同号に掲げ

る通勤距離の区分に応じた日額を21で除

した額               

              に当該月に

通勤した回数を乗じて得た額(その額に1

円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てた額) 

(2) 通勤規程第2条第1項第3号に掲げる職

員(同条第5項に掲げる職員を除く。) 通

勤規程第2条第1項第3号を準用する。ただ

し、日額時給職員については、同号に掲げ

る通勤距離の区分に応じた月額を21で除

した額(その額に1円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額)に当該月に

通勤した回数を乗じて得た額     

                   

      

 (3) 通勤規程第2条第5項に掲げる職員 通

勤規程第2条第5項を準用する。ただし、日

額時給職員については、次に掲げる費用弁

償の区分に応じ、それぞれに定める額 

 ア 通勤に係る費用弁償のうち通勤規程

第2条第5項に規定する駐車場等に係る

もの 通勤規程第2条第5項第1号に掲げ

る区分に応じた額(その額が5,000円を

超える場合にあっては、5,000円)を21



で除した額(その額に1円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てた額)に

当該月に通勤した回数(その回数が21を

超える場合にあっては、21)を乗じて得

た額 

 イ アに掲げる費用弁償以外の費用弁償

 前号の規定による額 

3 略 3 略 

4 通勤に係る費用弁償の支給日については、

その月の通勤にかかる費用弁償の額を翌月

の給料の支給日に支給する。 

4 通勤に係る費用弁償の支給日については、

その月の通勤に係る 費用弁償の額を翌月

の給料の支給日に支給する。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

付 則 

この規程は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項第2号の改正規定(「日額」

を「月額」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。 


